
保険給付の対象となる費用 保険給付の対象とならない費用
・材料費 ・処分費
・施工費 ・搬出費、運搬費
・取付技術費 ・養生費
・撤去費 ・塗装費、装飾費
・解体費 ・電気工事費
・消耗品費（釘、ビス、接着剤など） ・一般管理費
・設計費 ・現場管理費
・積算費 ・現場調査費
・諸経費 ・事務用品費

・通信交通費
・法定福利費
・保険料
・写真、図面、書類作成費
・機械損料（償却費、維持修理費、管理費）
・リース代、道具使用料
・印刷代
・清掃代
・仮設関係費

保険給付の対象（または対象外）となる費用の概要

※１　保険給付の対象となる費用であっても全て無条件で支給されるわけではありま
せん。住宅改修の内容を考慮したうえで判断します。

※２　保険給付の対象となる費用とそれ以外の費用が混在する場合は、対象部分の金
額と対象外部分の金額を区別して算出してください。

※３　不明な費用がございましたら、給付係までお問い合わせください。


